
岩手県告示第90号 

 県営建設工事の条件付一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者の競争入札参加資格基準、県営建設工事競争入札参

加資格審査申請書の提出期間等（平成20年岩手県告示第791号）の一部を次のように改正し、平成27年２月１日から施行する。 

  平成27年１月23日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

１ 競争入札参加資格基準 １ 競争入札参加資格基準 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 (６) 希望する工事種別が、土木工事、建築一式工事、電気

設備工事、管設備工事又は舗装工事にあっては、次のアか

らオまでの表の左欄に掲げる等級別区分（規程第６条第１

項の規定による等級別の格付けをいう。以下同じ。）に応

じ、同表の右欄に定める要件を満たしている者であること

。 

 (６) 希望する工事種別が、土木工事、建築一式工事、電気

設備工事、管設備工事又は舗装工事にあっては、次のアか

らオまでの表の左欄に掲げる等級別区分（規程第６条第１

項の規定による等級別の格付けをいう。以下同じ。）に応

じ、同表の右欄に定める要件を満たしている者であること

。 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

  ウ 電気設備工事   ウ 電気設備工事 

  ［略］    ［略］  

   備考 

    １級技術者 法による技術検定のうち検定種目を１

級の電気工事施工管理とするものに合

格した者又は技術士法による第二次試

験のうち技術部門を電気電子部門、建

設部門若しくは総合技術管理部門（選

択科目を電気電子部門又は建設部門に

係るものとするものに限る。）とする

ものに合格した者をいう。 

   備考 

    １級技術者 法による技術検定のうち検定種目を１

級の電気工事施工管理とするものに合

格した者又は技術士法による第二次試

験のうち技術部門を電気電子部門、建

設部門若しくは総合技術監理部門（選

択科目を電気電子部門又は建設部門に

係るものとするものに限る。）とする

ものに合格した者をいう。 

 ［略］  ［略］ 

  エ・オ ［略］   エ・オ ［略］ 

 (７)・(８) ［略］  (７)・(８) ［略］ 

２ 競争入札参加資格の審査の方法 ２ 競争入札参加資格の審査の方法 

  競争入札参加資格に係る審査は、次に掲げる事項につき行

うものとする。 

  競争入札参加資格に係る審査は、次に掲げる事項につき行

うものとする。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 技術等評価点数  (２) 技術等評価点数 

  ア～カ ［略］   ア～カ ［略］ 

  キ 岩手県との災害協定に基づく災害対応訓練への参加   キ 県又は一般社団法人岩手県建設業協会、一般社団法人

岩手県空調衛生工事業協会若しくは一般社団法人岩手県

電業協会が実施する災害対応訓練への参加 

  ク～ナ ［略］   ク～ナ ［略］ 

３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 



備考 改正部分は、下線の部分である。 
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